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作成者：弁理士 藤川 江梨子 

「フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット装置」事件 

（損害賠償請求控訴事件） 

事件の表示 令和５年（ネ）第１００１５号 判決日：令和５年９月２１日 

担当部：知的財産高等裁判所第２部 

判決 請求棄却（非侵害） 

参照条文 特許法第７０条 

キーワード 構成要件の解釈 

１．事案の概要 

 本件は、発明の名称を「フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット」とする特

許（特許第６１３１２４４号）に係る特許権者及び専用実施権者である控訴人が、被控訴

人が輸入販売等を行う製品は本件特許発明の技術的範囲に属し、その製品の輸入販売等は

特許権及び専用実施権等を侵害すると主張し、被控訴人らに対して損害賠償を求めたが、

同製品は本件特許の技術的範囲に属するとは認められないとして、請求棄却された事案で

ある。以下では、争点２－４について説明する。 

争点２－４：被控訴人の製品は、本件特許発明の構成要件Ｉである「主流煙は、煙変性剤

に実質的に接触することなく通過」を充足するか。 

 ※ 以下、下線等の強調及び※書きは筆者が付したものである。 

 

 

２．原判決 

２．１ 本件特許 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００７】 

 かなりの量のシガレット主流煙の特定気相成分を効果的に除去するシガレットフィルタ

要素を提供することは望ましいであろう。望ましい官能的特徴を有する主流煙を生成する

一方で主流煙の気相成分を除去するシガレットフィルタを提供することも望ましいであろ

う。 

【課題を解決するための手段】 

【０００９】 

 さらに詳細には、本発明は、フィルタ要素がタバコロッドの基端にある端部およびタバ

コロッドから末端にある端部を有するよう、タバコロッドと、タバコロッドに接続された

フィルタ要素と、を含むシガレットを提供する。フィルタ要素は、様々な実施形態におい

て、１つ以上のチューブがフィルタ材に挿入され且つフィルタ材を通って少なくとも部分

的に長手方向に延在する状態で、フィルタ材を含み得る。１つ以上のチューブのそれぞれ

は、タバコロッドからの主流煙がフィルタ材を少なくとも部分的に長手方向に通過するた

めに適合されたチャネルを画成する。フィルタ材は、タバコロッドの基端にある端部から

始まりフィルタ要素に沿って少なくとも部分的に長手方向に延在する煙変性剤を含むこと
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が好ましい。煙変性剤は主流煙から様々な蒸気相化合物を除去するために有用である。１

つ以上のチューブまたはチャネルは、主流煙の特定の内容物が煙変性剤に接触することな

くフィルタ要素を通って進行することを可能にする。これにより、実質的に改変されない

味質および望まれ得る官能的特徴を有する主流煙の内容物が喫煙者に提供されることとな

る。 

【請求項３９】 

Ａ タバコロッドと 

Ｂ 前記タバコロッドに接続されたフィルタ要素と 

Ｃ を備えるシガレットであって、 

Ｄ 前記フィルタ要素は前記タバコロッドの基端にある

端部と、前記シガレットのマウス端を画成する前

記タバコロッドから末端にある端部とを有し、 

Ｅ 前記フィルタ要素は第１繊維性フィルタ材を備え、 

Ｆ １つ以上のチャンネルキャビティが、前記第１繊維性

フィルタ材内に形成され且つ前記第１繊維性フィルタ

材を通って少なくとも部分的に長手方向に延在し、 

Ｇ 前記少なくとも１つのチャネルキャビティのそれぞれは、前記タバコロッドと、（i）

前記繊維性フィルタ材の第１部分に端と端とを接した構成で配列された繊維性フィルタ

材の第２部分であって、煙変性剤を含まない繊維性フィルタ材の第２部分および（ii）

前記シガレットの前記マウス端のうちの一方との間で主流煙が通過するために適合され、 

Ｈ 前記第１繊維性フィルタ材は、前記タバコロッドの基端にある前記端部を始点として前

記フィルタ要素に沿って少なくとも部分的に長手方向に 延在する煙変性剤を含み、 

Ｉ 主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する、 

Ｊ シガレット。 

※ 実際は、構成要件ＡからＨまで改行されていない。構成要件Ｉの直前で改行されている。 

※ 下線部分は、平成２８年１２月１２日に提出した手続補正書によって追加された。 

【図３】※Ｇの（i）に関連                 【図９】※Ｇの（ii）に関連 

 

 

 

 

※主流煙の向き ※主流煙の向き 

タバコロッド 
タバコロッド 

煙変性剤 煙変性剤 

繊維性フィルタ材の第 2部分 

55第１繊維性フィルタ材 

チャネルキャビティ チャネルキャビティ 

38繊維性フィルタ材の第１部分 

（第１繊維性フィルタ材と同義と考えられる） 

フィルタ要素 フィルタ要素 

※筆者追記） 

主流煙は、タバコの葉等が含まれているタバコロッド

からフィルタを通過して、吸口に到達する。 

本件の争点２－４は、フィルタに関するものである。 

【図１】 

フィルタ要素 

 

タバコロッド 

※吸口 

（マウス端） 

着火端 

↑煙変性剤含まず 

※吸口 

（マウス端） 
※吸口 

（マウス端） 
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２．２ 被告製品の構成 

 

 原告は、本件構成 iiを充足することを前提とした主張をした。 

 

２．３ 原判決の概要 

 被告製品では、タバコロッドで主流煙が発生してから、マウス端に至るまで、主流煙

が煙変性剤に実質的に接触しないといえるかについて、被告製品ではいずれの区画にお

いてもメンソールが分布しており、これが煙変性剤に当たることは前記２のとおりであ

る。そうすると、被告製品では少なくともＣ区画にはチャネルが設けられていないため、

主流煙はＣ区画のメンソールと実質的に接触することになる。よって、被告製品は、「主

流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」（構成要件Ｉ）を充足しない。 

 

 

３． 高等裁判所における判決 

第３ 当裁判所の判断 

 (1)本件発明の意義について 

 原告らは、本件明細書の記載…、原告レイノルズが本件特許に係る出願手続において提

出した意見書（乙１２）の記載及び構成要件Ｆの文言を根拠に、本件発明は、フィルタ

要素の一部分であるチャネルキャビティにおいて、主流煙の内容物を実質的に煙変性剤

に接触させないことにより、当該チャネル部分において、実質的に改変されない味質及

び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成することを規定した発明であると主張す

る。 

Ａ区画：タバコロッド 

Ｂ区画：タバコ端フィルタ部 

ｂ３：空洞部 

※「チャネルキャビティ」と推定 

Ｃ区画：中央フィルタ部 

Ｄ区画：吸口端フィルタ部 

Ｄ１：吸口端 

 

いずれの区画においても、煙変性剤に

相当するメンソールが分布している。 ※主流煙の向き 

※吸口 
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《原告の主張の図解》※筆者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 しかしながら、以下のとおり、原告らの主張を採用することはできず、前記補正して引

用した原判決第３の１(2)のとおり、本件発明は、フィルタ要素内にチャネルキャビティ

を設けることによって、主流煙と煙変性剤とを実質的に接触させないこととし、これに

より、気相成分を除去しつつ、実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を

有する主流煙を生成する発明であると認められる。そして、本件発明が奏するそのよう

な作用効果に照らすと、本件発明は、フィルタ要素の全体において、主流煙と煙変性剤

との実質的な接触を回避する発明であると認めるのが相当である。 

 ＜課題に関して＞※筆者見出し追記。以下同様 

 ア 原告らは、本件発明の課題に係る【０００７】には、「シガレットフィルタを構成す

る全領域（すなわちフィルタ要素全体）において、望ましい官能的特徴を有する主流煙

を生成する一方で主流煙の気相成分を除去すること」が本件発明の課題であることを示

す記載がないと主張するが、他方で、【０００７】を含め、本件明細書には、「フィルタ

要素のうちチャネルキャビティが設けられた部分（以下「チャネルキャビティ付き部分」

という。）においてのみ、望ましい官能的特徴を有する主流煙を生成する一方で主流煙の

気相成分を除去すること」が本件発明の課題であるとする記載もない。原告らが援用す

る【０００７】には、「望ましい官能的特徴を有する主流煙を生成する一方で主流煙の気

相成分を除去するシガレットフィルタ」を提供することが望ましい旨記載されているの

であり、このような記載に照らすと、シガレットフィルタを構成する全領域（すなわち

フィルタ要素全体）において、本件発明の課題が実現されることが想定されているとみ

るのがむしろ自然であって、本件発明の課題が「チャネルキャビティ付き部分において

のみ、実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成する

こと」であると認めることはできない。  

＜解決手段について＞ 

 イ 原告らは、本件発明における課題の解決手段に係る【０００９】には、「… チャネ

ルは、主流煙の特定の内容物が煙変性剤に接触することなくフィルタ要素を通って進行

することを可能にする。これにより、実質的に改変されない味質および望まれ得る官能

的特徴を有する主流煙の内容物が喫煙者に提供されることとなる。」 

との記載があるところ、この記載は、「チャネル」において「実質的に改変されない味質」

この部分に煙変性剤を含む構成も発明の範囲内 

（主流煙の内容物が煙変性剤と接触してもよい） 

チャネルキャビティにおいて、「実質的に改変

されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有す

る主流煙を生成する」 
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等を有する主流煙の内容物を提供することが本件発明の作用効果である旨を説明したも

のであると主張する。  

 しかしながら、【０００９】の文言上、本件発明の作用効果として、フィルタ要素全体

で実質的に改変されない味質等を満たす主流煙の内容物が喫煙者に提供されなければな

らないことは明らかであるから、「チャネル」において当該味質等を満たす主流煙の内容

物が提供されれば足りるわけではない。【０００９】を含め、本件明細書には、実質的に

改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成させるための手段が

「チャネルキャビティ付き部分にチャネルキャビティを設けること」に限定される旨の

記載はなく、かえって、本件明細書には、当該手段として「フィルタ要素のうちチャネ

ルキャビティ付き部分でない部分（以下「チャネルキャビティなし部分」という。）に煙

変性剤を配置しないこと」についての記載もみられるところである。前記【０００７】

の記載に照らすと、本件発明は、喫煙者に「望ましい官能的特徴を有する主流煙を提供

するシガレットフィルタ」を提供することを課題とするものであり、喫煙者はフィルタ

要素全体を通じて主流煙の提供を受けるのであるから、【０００９】の前記記載は、本件

発明がフィルタ要素全体を通じ、主流煙と煙変性剤との実質的な接触を想定していない

ものと解するのが相当である。以上によると、原告らが援用する【０００９】の記載を

もって、本件発明の奏する作用効果が「チャネルキャビティ付き部分のみにおいて、実

質的に改変されない味質等を有する主流煙の内容物を提供すること」などと解すること

はできない。 

… 

＜明細書の記載について＞ 

エ 原告らは、【００３９】の記載（「…煙変性剤との接触に起因する煙の官能的特性の変

化は阻止または低減されることとなる。」）を根拠に、本件発明は、チャネルキャビティ

なし部分で主流煙が煙変性剤に実質的に接触するため煙の官能的特性の変化が阻止され

ないものの、チャネルキャビティ付き部分で主流煙が煙変性剤の存在しない領域を通過

することにより煙の官能的特性の変化が低減されるというものであると主張する。  

 しかしながら、前記補正して引用した原判決第３の３(1)ア(ｴ)のとおり、本件発明にお

いては、主流煙のごく一部は、第１繊維性フィルタ材のうち非チャネル部分を通過し、

煙変性剤に接触し得るのであり、その場合、当該接触に起因する主流煙の官能的特性に

一定の変化が生ずることは想定されているはずである。主流煙の官能的特性の変化に係

る「低減される」との記載は、当該接触が僅かなものであり、実質的な接触ではないこ

とを前提とした場合にも成り立つ表現である。したがって、 当該「低減される」との記

載をもって、本件発明がチャネルキャビティなし部分において主流煙と煙変性剤との実

質的な接触を想定しているということはできない。 

… 

＜審査段階において＞ 
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キ 原告らは、原告レイノルズが本件特許に係る出願手続において平成２８年１２月１２

日に提出した意見書（乙１２）には、主流煙が煙変性剤と実質的に接触せずにチャネル

キャビティを通過することに係る想到困難性について記載があるのみであるところ、こ

れは、本件発明がチャネルキャビティ付き部分において主流煙の味質及び望まれ得る官

能的特徴が実質的に変更されないことを規定した発明であることを裏付けると主張する。  

 しかしながら、前記意見書は、平成２８年１２月１２日提出の手続補正書（乙１１）と

同時に提出されたものであるところ、同手続補正書によると、本件特許に係る特許請求

の範囲の請求項３９（以下、単に「請求項３９」という。）については、繊維性フィルタ

材の第２部分に煙変性剤を含まない旨の限定及び主流煙が煙変性剤に実質的に接触する

ことなく通過する旨の限定がされたものと認められるから、原告らが援用する前記意見

書の記載をもって、本件発明がチャネルキャビティ付き部分のみにおいて主流煙の味質

等が実質的に変更されないことを規定した発明であることが裏付けられるとはいえない。 

… 

 (2) 構成要件Ｉの解釈について  

 ア 原告らは、本件発明の意義が前記(1)の原告らの主張のとおりであること及び構成要

件Ｆの文言（「…チャンネルキャビティが、前記第１繊維性フィルタ材内に形成され」）

を根拠に、構成要件Ｉの「煙変性剤」は構成要件Ｈにいう第１繊維性フィルタ材内に含

まれる煙変性剤を意味すると主張する。  

 しかしながら、前記(1)において説示したとおり、本件発明の意義は、喫煙者に望まし

い官能的特徴を有する主流煙を提供するため、チャネルキャビティにおいてだけではな

く、フィルタ要素全体において、主流煙と煙変性剤との実質的な接触を回避したシガレ

ットフィルタを提供するところにあるから、構成要件 I の「煙変性剤」をチャネルキャ

ビティ付き部分に配置されたものに限定して解すべき理由はない。  

 イ 原告らは、特許法には、特許請求の範囲の記載における改行の意味等について定め

る規定がないことを根拠に、請求項３９の記載において、構成要件Ｉの記載の直前で改

行がされ、構成要件Ｉの記載が構成要件ＡからＨまでの記載と区切られているからとい

って、構成要件Ｉにつき、「本件発明のシガレットの全体について、タバコロッドで発生

した主流煙が煙変性剤に実質的に接触しないこと」を意味すると解するのは相当でない

と主張する。  

 しかしながら、言語によって記載された特許請求の範囲の記載の解釈に当たり、改行の

有無が考慮され得るのは当然のことであり、これは、特許法その他の法令において特許

請求の範囲の記載における改行の意味等を定めた規定がないことにより左右される事柄

ではない。そして、前記補正して引用した原判決第３の３(1)ア(ｱ) のとおり、請求項３

９の記載において、構成要件Ｉの記載の直前で改行がされ、構成要件Ｉの記載が構成要

件ＡからＨまでの記載（途中で改行がされていないもの）と区切られていることからす

ると、請求項３９の記載においては、構成要件ＡからＨまでの記載及び構成要件Ｉの記
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載がそれぞれ構成要件Ｊの「シガレット」の構成全体を説明していると理解されるので

あるから、構成要件Ｉについては、「本件発明のシガレットの全体について、タバコロッ

ドで発生した主流煙が煙変性剤に実質的に接触しないこと」を意味すると解するのが相

当である。 

…  

 

 

４．コメント 

 本件特許の【０００９】には「これにより、実質的に改変されない味質および望まれ得

る官能的特徴を有する主流煙の内容物が喫煙者に提供されることとなる。」とある。この

ことから、「…望まれ得る官能的特徴を有する主流煙の内容物」は、シガレットのマウス

端（吸口）において達成されなければならないと思われました。 

 一方で、「フィルタ要素の一部分であるチャネルキャビティにおいて、主流煙の内容物

を実質的に煙変性剤に接触させないことにより、当該チャネル部分において、実質的に改

変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成することを規定した発明

である」との裁判での原告らの主張は、シガレットの途中において「実質的に改変されな

い味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙」を生成することが保証されるに過ぎな

いことから受け入れられなかったのではと思われました。 

 フィルタ要素のチャンネルキャビティなし部分に煙変性剤が存在する構成まで確実に権

利範囲としたいのであれば、明細書にそのような構成を具体的に記載しておいた上で、審

査段階においてもそのような構成を含むことを明示した補正内容とする必要があったと考

えられました。しかしながら、権利取得段階におけるそこまでの配慮は、侵害態様の的確

な予測に基づく必要があると思われ、かなり無理があるようにも思われました。 

 

 

以上 


